
箕面市における福祉有償運送の必要性について

１　箕面市における移動制約者数について　

◆ 要支援、要介護者認定者数及び身体障害者手帳交付者数

区分

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

計

要介護３～５

人数

646 

817 

1,232 

1,003 

776 

675 

575 

5,724 

2,026 

区分

　

身障６級

身障５級

身障４級

身障３級

身障２級

身障１級

計

身障１～２

人数

　

198 

201 

995 

622 

580 

1,313 

3,909 

1,893 

7,015人

（PT調査：外出困難者のうち公共交通利用困難者）

13,088人
（移動制約者）

・要支援認定
・要介護認定

・身体障害者手帳

・特定疾患医療
　受給者証等
　交付件数

9,633人

◆ 箕面市の人口　138,902人　（令和2年12月末現在）

3,449人

（要介護3～5・身障1,2級）

138,902人×5.05%

（重複率12％）

・知的障害
　（1,116人）

・精神障害
　（1,083人）

2,199人

（令和2年12月末現在）

（2,026+1,893）人×88%

（重複除く）

1,256人

【資料４】
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歩行が困難

歩行が苦しい

車いすを利用

要付添い・介助

公共交通利用不可能

視聴覚の不自由

資料出典：第５回近畿圏パーソントリップ調査確定版



箕面市における福祉有償運送の必要性について

２　箕面市における移動制約者の利用最大需要数について

◆車両の必要台数　　最大　302 台 

（国交省調査による：福祉タクシー稼働回数）

◆ 利用回数の需要予測　　最大　　549,696 回／年 ◆ 現在の箕面市内の車両台数（大阪運輸支局調）　　 36台

・ 移動制約者数　13,088　人

・ 移動制約者一人あたりの利用回数　3.5回／月

（潜在需要を含む）

（参考：PT調査における公共交通利用困難者数　7,015人）

（箕面市福祉予約バス運行実績による。なお、近畿圏の利用実態は、６回/月）

・ 車両１台あたりの稼働回数　1,825回／年　（５回／日）

３　現在の供給可能量について

・ 福祉タクシー数　　17台
・ 福祉有償運送車両数　　17台

◆ 現在の供給可能量　　最大　65,700回／年

（年間利用回数）

（294,630回）

（162台）

549,696回

302台

65,700回

36台

（公共交通利用困難者数　7,015人 × 3.5回 × 12ヶ月）

現在の供給可能量

車両不足台数　　　　　　　　最大　２66　台

４　箕面市における不足車両台数について
◆ 潜在需要を含め、移動制約者の利用予測に対する不足車両台数　　最大　266台

※いずれも、営業所を箕面市内に置いている事業所の配置車両数を計上している。

（車両台数）

移動制約者数　13,088人 ×3.5回 × 12ヶ月

・ ユニバーサルデザインタクシー数　　　 2台


